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公
布
さ
れ
た
規
則
の
あ
ら
ま
し 

○
佐
賀
県
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第

八
〇
号
） 

１ 

佐
賀
県
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
等
が
改
正
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
退
職
手
当

支
給
内
申
書
に
つ
い
て
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。
（
様
式
第
一
号
関
係
） 

２ 

事
務
の
効
率
化
を
図
る
た
め
、
退
職
票
ほ
か
四
様
式
に
つ
い
て
所
要
の
改
正
を
行
う
こ

と
と
し
た
。
（
様
式
第
二
号
、
様
式
第
四
号
、
様
式
第
五
号
、
様
式
第
一
四
号
及
び
様
式

第
一
七
号
関
係
） 

３ 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
五
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。 

４ 

所
要
の
経
過
措
置
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。 


